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第３回山梨市戸別合併処理浄化槽事業審議会議事概要 

 

日 時  令和４年１２月８日 

場 所  山梨市役所西館２０３会議室 

 

１．開会 

２．議事 [出席委員５名  事務局 下水道課長以下４名] 

 

【事務局】資料説明 

①無償譲渡の今後のスケジュールについて 

②答申案について 

③日程等その他 

 

【議長】それではただいまから議事に入ります。議事の進行にご協力をお願いします。 

    ご質問、ご意見は事務局の説明が終わりましたらお願いします。 

    議事①無償譲渡の今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いします。 

【事務局】議事１番「無償譲渡の今後のスケジュールについて」説明。 

【議長】ただいまの事務局からの説明について、ご質問、ご意見等ございましたらお願いし

ます。 

 

【議長】前回譲渡する方向性で議論はまとまったが、欠席者へ説明し、理解は得られたか。 

【事務局】担当が訪問し説明を行いました。３名とも譲渡に賛成という意見をいただいてい

ます。 

 

【委員】急激な物価上昇等あるが、支援策の金額は妥当か。また、浄化槽を入れ替える際に

は費用はどのくらいかかるでしょうか。配管などは補助金の対象とはなるか。 

【事務局】支援策の金額はこれから関係部署と協議し決めていきます。物価上昇等による差

異が減るよう調整します。浄化槽の入れ替えについて、環境課が現在行っている

補助金では配管の費用も含みます。浄化槽本体の設置金額は場合によりますが

30～40 万円ほどはかかるはずです。 

【委員】浄化槽事業は始まってもう長いので、浄化槽本体も劣化しているはず。入れ替えの

費用は大きいので、５年後１０年後物価上昇すると負担は大きいと思うが。 

【事務局】譲渡期間は１０年と長期に渡るので、急激な物価上昇もあるかもしれませんが、

その際には途中で支援策を見直す対応となります。 

【委員】入れ替えの場合、支援策は何に対しての金額か。合併浄化槽の金額か単独浄化槽の

金額かどちらか。 
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【事務局】浄化槽の新規設置は合併浄化槽に限られますので合併浄化槽です。浄化槽の設置

はお宅の面積等によって人槽も決まります。 

【委員】浄化槽は何年ぐらい使えるか。 

【事務局】耐用年数は２８年です。使用状況により差はありますが、設置業者によると大体

３０～４０年ぐらいは実際に使えるのではないかと聞いています。 

 

【委員】補助金の対象になるのは工事全体か。 

【事務局】そうです。 

【委員】金額は新設の際の環境課の補助金と一緒ということか。 

【事務局】そうです。 

【委員】故障の入れ替え補助と撤去費用補助は一緒にもらえるか。入れ替えの際は同時に撤

去するはず。 

【事務局】撤去費用補助は、使わないために撤去する場合を想定。故障の入れ替えの場合は

その中に撤去費用も含まれると考えます。 

 

【委員】タイミングを合わせて建て直す場合などは撤去して新設することになると思うが、

細かいルールの設定が必要だと思います。 

    また、譲渡までの間、料金は変わることはあるか。 

【事務局】撤去をして家の取り壊しをするのであれば、撤去の補助金を出すことはできるか

と考えられます。 

     譲渡までの利用料等は変更しません。 

【委員】これからの物価上昇率に合わせて補助金額も変えていくことはできないか。例えば

何％上昇したらそれに合わせて補助額も変えるなど。 

【事務局】支援策についてはまだ何も決まっていないので、実際に検討する段階になったら

金額等も妥当になるよう協議します。 

 

【委員】私の家は単独浄化槽だが、新築はどの家でも合併浄化槽か。私の家も壊れたら合併

浄化槽を入れなければならないか。 

【事務局】はい。平成１３年度以降、単独浄化槽は設置できません。 

 

【議長】ほかに皆さまありませんか。 

改めて確認ですが、支援策を確実に実施していただいて、無償譲渡で進めていくというこ

とでよろしいでしょうか。よろしいようですので、議事を進めます。 

 

【議長】事務局から答申案についてお願いします。 

【事務局】議事２番「答申案について」説明。 

【議長】答申案について、下２行が一番大事だと思います。皆さんご意見ありますか。 

【委員】最後の部分が大事なので、支援を『確実に』実施と書き加えるのはどうか。 
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【議長】支援『策』を『確実に』実施がいいと思いますがいかがでしょうか。 

    よろしいようですので、こちらで決を採ります。 

【事務局】欠席者につきましては、また改めて説明し会長に報告します。 

 

【事務局】日程について、次回は答申がメインになりますので、会長と職務代理のみに出席

いただいて答申するということで考えておりますがよろしいでしょうか。 

【議長】よろしいようですので、皆さまご承知ください。 

【課長】欠席者に説明後、答申が固まり次第皆様にも内容をお送りします。 

【議長】それではこれで議事を終了します。 

 

３．閉会 

【事務局】以上で第３回浄化槽審議会を閉会します。 

 


